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(57)【要約】
【課題】携帯情報端末装置において操作画面遷移を行う
際の操作性を良好にする。
【解決手段】タッチパネル１２ａを有する液晶パネル１
２には互いに異なる種々の操作画面が選択的に表示され
る。サイドコントローラ１３は予め規定された範囲で揺
動可能且つ押圧可能に支持されており、揺動又は押圧操
作に応じて操作信号が送出される。ＣＰＵ２１はタッチ
パネルがタッチ操作されたかサイドコントローラが操作
されたか否かを判定しており、タッチ操作がされたと判
定すると、第１の画面遷移制御を行って液晶パネルに表
示される操作画面をタッチ操作に応じて遷移させる。Ｃ
ＰＵは操作信号を受けるとサイドコントローラが操作さ
れたと判定して第２の画面遷移制御を行い、操作画面を
操作信号に応じて遷移させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　種々の操作画面を表示可能な表示部を備え、該表示部に表示されている操作画面に対す
るタッチ操作に応じて前記表示部に表示されている操作画面を他の操作画面に遷移させる
携帯情報端末装置において、揺動可能且つ押圧可能に支持され揺動又は押圧操作に応じて
操作信号を送出するコントロールスイッチ部と、前記表示部がタッチ操作されたか前記コ
ントロールスイッチ部が操作されたかを判定する判定手段と、該判定手段によって前記表
示部がタッチ操作されたと判定されると前記表示部に表示する操作画面を前記タッチ操作
に応じて遷移させる第１の画面遷移制御を行い、前記操作信号を受けると前記コントロー
ルスイッチ部が操作されたと判定して前記表示部に表示する操作画面を前記操作信号に応
じて遷移させる第２の画面遷移制御を行う表示制御手段とを備え、
　前記表示制御手段は、前記第１の画面遷移制御中に前記コントロールスイッチ部が操作
されたと判定すると第２の画面遷移制御を行い、前記第２の画面遷移制御中に前記タッチ
操作されたと判定すると第１の画面遷移制御を行うことを特徴とする携帯情報端末装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記第１の画面遷移制御と前記第２の画面遷移制御とで異なる階
層に遷移させる、ことを特徴とする請求項１に記載の携帯情報端末装置。
【請求項３】
　第１の画面を簡易な選択項目を配置した上位階層画面、第２の画面を詳細な選択項目を
配置した下位階層画面とした場合において、コントロールスイッチ部が操作されたと判定
されると、前記上位階層画面から下位階層画面へと遷移することを特徴とする請求項２に
記載の携帯情報端末装置。
【請求項４】
　携帯情報端末装置で動作し、予め規定された範囲で揺動可能且つ押圧可能に支持された
コントロールスイッチ部が揺動又は押圧操作されたか互いに異なる種々の操作画面が選択
的に表示される表示部上に表示されている操作画面上がタッチ操作されたか否かを判定す
る判定ステップと、前記表示部がタッチ操作されたと判定されると前記表示部に表示され
る操作画面を前記タッチ操作に応じて遷移させる第１の画面遷移制御を行う第１の画面遷
移制御ステップと、前記コントロールスイッチ部が揺動又は押圧操作されたと判定される
と前記表示部に表示される操作画面を前記揺動又は押圧操作に応じて遷移させる第２の画
面遷移制御を行う第２の画面遷移制御ステップとを有し、
　前記第１の画面遷移制御ステップと第２の画面遷移制御ステップとは、前記第１の画面
遷移制御ステップにおける第１の画面遷移制御中に前記コントロールスイッチ部が操作さ
れたと判定すると第２の画面遷移制御ステップに移行し、前記第２の画面遷移制御ステッ
プにおける前記第２の画面遷移制御中に前記タッチ操作されたと判定すると第１の画面遷
移制御ステップに移行することを特徴とする携帯情報端末装置における画面遷移制御方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯情報端末装置（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎ
ｔｓ：ＰＤＡ）に関し、特に、操作性を良好とした携帯情報端末装置及び及びこれに用い
られる画面遷移制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、情報端末装置等の情報処理装置においては、ペンタッチ入力に応じてタッチパ
ネルで検出された入力位置（項目）に対応した処理を実行するものが知られており、さら
に、操作性を向上させるため、タッチパネルとは別に独立して操作可能なスイッチを設け
て、スイッチ操作に応じて画面表示を選択するものがある。
【０００３】
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　例えば、特開平６－１９５１７５号公報（以下従来例１と呼ぶ）に記載された情報入力
装置では、タッチパネルで検出された入力位置（項目）に対応した処理を実行し、タッチ
パネルと独立して操作可能なスイッチを設けて、スイッチ操作に応答して画面を選択的に
出力するようにしている。そして、この情報入力装置では、スイッチが解放されている状
態では、主状態となり、スイッチが押し下げられた状態では、副状態となって、副状態に
おいては、ディスプレイ上に副次的な画面を表示させるようにして、操作性を向上させて
いる。
【０００４】
　ところで、近年、ノートブック型のパーソナルコンピュータ（ＰＣ）よりもさらに小型
の携帯情報端末装置（以下ＰＤＡと呼ぶ）が市販されており、このＰＤＡは、手のひらで
把持できる程度に小型化及び薄型化され、屋外に携帯されて使用されている（つまり、所
謂モバイル環境で利用されている）。このようなＰＤＡでは、例えば、日常業務等を支援
するための各種情報が格納されるとともに、通信機器（例えば、携帯電話機）と接続して
外部とのデータ交換等が行えるようになっている。
【０００５】
　このようなＰＤＡにおいては、前述のように小型化されている関係上、入力等を行う際
には、所謂ペンタッチ入力が行われており、例えば、画面上の所望の項目をペンタッチす
ることによって、タッチされた項目に対応する画面に遷移させるようにしている。そして
、特開平６－３０１６４８号公報（以下従来例２と呼ぶ）では、ペンタッチ入力装置を用
いる携帯型情報処理装置において、表示画面上部に機能切り替え用のスイッチを設けて、
スイッチの押された状態に応じて設定器からの出力データをセレクトして機能を決定する
ようにしている。つまり、従来例２では、機能切り替えスイッチによって機能切り替えを
行って、その後、ペンタッチ入力装置によって入力を行うようにしている。
【０００６】
　さらに、携帯型情報処理装置には、所謂ジョグダイヤルを備えたものがあり、ジョグダ
イヤルを備えた情報処理装置では、ジョグダイヤルのダイヤル部分の回転操作及びダイヤ
ル部分の押下操作等を検出して、これら操作に応じた処理を行うようにしている。
【特許文献１】特開平６－１９５１７５号公報
【特許文献１】特開平６－３０１６４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが、上述の従来例１では、スイッチが押し下げられた状態（副状態）となったと
きにのみ、ディスプレイ装置上に副次的な画面を表示されるようにしており、単にスイッ
チが主状態と副状態との切り替えに用いられているにすぎず、画面遷移操作を行う際には
、常にペンタッチ操作を行わなければならない。そして、ＰＤＡがモバイル環境で使用さ
れることを考慮すると、画面遷移操作を行う際に常にペンタッチ操作を行わなければなら
ないとすると、状況によっては極めて使いづらい場合もあり、操作性が悪いという課題が
ある。
【０００８】
　一方、従来例２では、機能切り替えスイッチによって機能切り替えを行っているものの
、単に機能切り替えを行っているにすぎず、一つのアプリケーションにおいて階層的に構
成された画面を遷移させる際には、ペンタッチ操作を行わなければならず、従来例１と同
様にＰＤＡがモバイル環境で使用されることを考慮すると、画面遷移操作を行う際に常に
ペンタッチ操作を行わなければならないとすると、状況によっては極めて使いづらい場合
もあり、操作性が悪いという課題がある。
【０００９】
　さらに、モバイル環境等で使用することを考慮すると、つまり、モバイル環境で素早く
処理を行うためには、ジョグダイヤル操作特有の画面遷移を採用することが望ましいが、
ジョグダイヤルを備えた携帯情報端末装置では、ジョグダイヤルの操作に応じて各種処理
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を実行しているものの、ペンタッチ操作による画面遷移とジョグダイヤル操作による画面
遷移とが同一であり、ペンタッチ操作に係る画面遷移過程が多種存在することを考慮する
と、モバイル環境において、ジョグダイヤルを使用して簡単に所望の操作画面に到達でき
ないという課題がある。
【００１０】
　本発明の目的は操作性の極めて良好な携帯情報端末装置及びこれに用いられる画面遷移
制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によれば、種々の操作画面を表示可能な表示部を備え、該表示部に表示されてい
る操作画面に対するタッチ操作に応じて前記表示部に表示されている操作画面を他の操作
画面に遷移させる携帯情報端末装置において、揺動可能且つ押圧可能に支持され揺動又は
押圧操作に応じて操作信号を送出するコントロールスイッチ部と、前記表示部がタッチ操
作されたか前記コントロールスイッチ部が操作されたか否かを判定する判定手段と、該判
定手段によって前記表示部がタッチ操作されたと判定されると前記表示部に表示する操作
画面を前記タッチ操作に応じて遷移させる第１の画面遷移制御を行い、前記操作信号を受
けると前記コントロールスイッチ部が操作されたと判定して前記表示部に表示する操作画
面を前記操作信号に応じて遷移させる第２の画面遷移制御を行う表示制御手段とを備え、
前記表示制御手段は、前記第１の画面遷移制御中に前記コントロールスイッチ部が操作さ
れたと判定すると第２の画面遷移制御を行い、前記第２の画面遷移制御中に前記タッチ操
作されたと判定すると第１の画面遷移制御を行うことを特徴とする携帯情報端末装置が得
られる。
　又、前記表示制御手段は、前記第１の画面遷移制御と前記第２の画面遷移制御とで異な
る階層に遷移させるのがよく、例えば第１の画面を簡易な選択項目を配置した上位階層画
面、第２の画面を詳細な選択項目を配置した下位階層画面とした場合において、コントロ
ールスイッチ部が操作されたと判定されると、前記上位階層画面から下位階層画面へと遷
移するのがよい。
【００１２】
　このように、コントロールスイッチ部の操作とタッチ操作とによって画面遷移制御を異
ならせるようにしたから、つまり、タッチ操作では、第１の画面遷移制御によって操作画
面を遷移させ、コントロールスイッチ部の操作では第２の画面遷移制御によって操作画面
を遷移させているから、コントロールスイッチ部の操作では、例えば、モバイル環境に適
した限定された画面遷移操作を行えるようにすることができ、一方、タッチ操作では全て
の画面遷移操作を行うことができるようにすることができる。この結果、コントロールス
イッチ部の操作及びタッチ操作による操作画面遷移を切りわけて操作性を極めて良好にす
ることができることになる。
【００１３】
　本発明では、前記操作画面上には複数の項目が選択項目として規定され、前記判定手段
によって前記コントロールスイッチ部が揺動操作されたと判定されると、前記表示制御手
段は前記第２の画面遷移制御を行って前記操作信号に応じて前記選択項目のうちの一つを
選択し、前記コントロールスイッチ部が押圧操作されると前記操作信号に応じて前記選択
された選択項目に係る操作画面に遷移する。このようにすれば、極めて簡単に操作画面遷
移を行うことができる。
【００１４】
　本発明では、前記判定手段によって前記コントロールスイッチ部が揺動操作されたと判
定されると、前記表示制御手段は前記操作信号に応じて前記揺動された方向に前記操作画
面上でカーソルを移動させる。このようにすれば、揺動された方向とカーソルの移動方向
とを一致させることができ、操作性を向上させることができる。
【００１５】
　本発明では、前記判定手段によって前記コントロールスイッチ部の揺動又は押圧操作が
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行われたと判定された際、前記表示制御手段は前記第２の画面遷移制御を行って前記操作
信号に応じて前記操作画面上の予め定められた選択項目に係る画面遷移を実行する。この
ようにすれば、コントロールスイッチ部の操作では選択項目のうちの基本的な選択項目の
選択・実行を行うようにすることができ、タッチ操作と組み合わせることによって、モバ
イル環境等における操作性を向上できる。
【００１６】
　本発明では、前記表示制御手段は、前記コントロールスイッチ部の揺動操作に応じて前
記表示部上でカーソルを移動させるとともに前記コントロールスイッチ部の押圧操作で前
記カーソルの位置に応じて画面遷移先を決定して前記第２の画面遷移制御を行う。このよ
うに、コントロールスイッチ部の揺動操作及び押圧操作によって画面遷移先を決定するよ
うにしたから、画面遷移を行う際の操作性を向上することができる。
【００１７】
　本発明では、前記コントロールスイッチ部は、所定の方向に延びる軸に支持され所定の
基準位置から該軸回りに予め定められた範囲で揺動可能に支持されるとともに前記基準位
置で前記揺動された方向に直交する方向に押圧可能に支持されている。このように、コン
トロールスイッチ部の揺動範囲を規定し、コントロールスイッチ部は常に基準位置に戻る
ようにしたから、例えば、カーソル移動の際の操作性を良好にすることができる。
【００１８】
　本発明では、前記表示部は携帯情報端末装置筐体の前面に配置され、前記コントロール
スイッチ部は前記携帯情報端末装置筐体の側面に前記所定の方向を前記携帯情報端末装置
筐体の前面から裏面に向かう方向として配置されている。このように、コントロールスイ
ッチ部を筐体の側面に配置して、表示部を筐体の前面にわたって配置するようにしたから
、表示部を大きくして携帯情報端末装置自体は小型にすることができ、しかも、片手で携
帯情報端末装置を把持して、コントロールスイッチ部を操作できることになる。
【００１９】
　本発明では、前記携帯情報端末装置筐体の側面にエスケープスイッチを配置して、該エ
スケープスイッチが押圧されると、前記表示制御手段は遷移後の操作画面から遷移前の操
作画面へと復帰させる。このようにすれば、コントロールスイッチ部とは別にエスケープ
スイッチを押圧するだけで、簡単に遷移前の操作画面に復帰できる。
【００２０】
　本発明では、前記表示制御手段は、例えば、前記第１の操作画面では前記選択項目を２
次元配列し、前記第２の操作画面では前記選択項目を１次元配列する。
【００２１】
　本発明では、タッチパネルと入力操作部とを備え、前記タッチパネル上に複数の選択項
目を有する各種の操作画面を表示するとともに、任意の選択項目の前記タッチパネル上の
表示位置へのタッチ操作又は前記入力操作部の操作に基づく任意の選択項目の選択決定操
作とに応じて前記タッチパネル上の操作画面を切り替える携帯情報端末装置において、前
記入力操作部は少なくとも予め規定された範囲で揺動可能に支持されるとともに押圧可能
に支持されたコントロールスイッチ部で構成されており、前記揺動操作によって前記タッ
チパネル上に表示されている任意の選択項目を選択するとともに前記押圧操作によって前
記選択された選択項目を決定する選択項目決定手段と、前記タッチパネルへのタッチ操作
と前記コントロールスイッチ部の前記揺動又は前記押圧操作とのいずれの操作が行われた
かを判定する判定手段と、前記判定手段によって前記タッチパネルへのタッチ操作が行わ
れたと判定されると前記タッチ操作に適した詳細な選択項目を配置した第１の操作画面に
切り替え、前記判定手段によって前記コントロールスイッチ部の前記揺動又は前記押圧操
作が行われたと判定されると前記コントロールスイッチ部の前記揺動又は前記押圧操作に
適した簡易な選択項目を配列した第２の操作画面に切り替えられる。
【００２２】
　本発明によれば、好ましくは前記判定手段によって前記コントロールスイッチ部の前記
揺動又は前記押圧操作が行われたと判定されると現在表示されている操作画面よりも下層
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の第２の操作画面に遷移させた後前記コントロールスイッチ部の前記揺動又は前記押圧操
作に応じて前記第１の操作画面に遷移させる表示制御手段とを有するのがよい。
【００２３】
　本発明によれば、好ましくは前記判定手段によって前記タッチパネルへのタッチ操作が
行われたと判定されると前記タッチパネル上でタッチ操作された任意の選択項目に応じた
各種機能の実行や設定を行い、前記判定手段によって前記コントロールスイッチ部の前記
揺動又は前記押圧操作が行われたと判定されると前記コントロールスイッチ部の前記揺動
又は押圧操作によって選択及び決定された任意の選択項目に応じた各種機能の実行のみを
行う実行制御手段とを有するのがよい。
【００２４】
　本発明によれば、携帯情報端末装置で動作し、予め規定された範囲で揺動可能且つ押圧
可能に支持されたコントロールスイッチ部が揺動又は押圧操作されたか互いに異なる種々
の操作画面が選択的に表示される表示部上に表示されている操作画面上がタッチ操作され
たか否かを判定する判定ステップと、前記表示部がタッチ操作されたと判定されると前記
表示部に表示される操作画面を前記タッチ操作に応じて遷移させる第１の画面遷移制御を
行う第１の画面遷移制御ステップと、前記コントロールスイッチ部が揺動又は押圧操作さ
れたと判定されると前記表示部に表示される操作画面を前記揺動又は押圧操作に応じて遷
移させる第２の画面遷移制御を行う第２の画面遷移制御ステップとを有し、
　前記第１の画面遷移制御ステップと第２の画面遷移制御ステップとは、前記第１の画面
遷移制御ステップにおける第１の画面遷移制御中に前記コントロールスイッチ部が操作さ
れたと判定すると第２の画面遷移制御ステップに移行し、前記第２の画面遷移制御ステッ
プにおける前記第２の画面遷移制御中に前記タッチ操作されたと判定すると第１の画面遷
移制御ステップに移行することを特徴とする携帯情報端末装置における画面遷移制御方法
が得られる。
【発明の効果】
【００２５】
　以上説明したように、本発明では、極めて簡単な操作で画面遷移を行うことができ、そ
の結果、操作性が良好になるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施例を例示的に詳しく説明する。但しこの実施
例に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は特に特定的な記載
がない限りは、この発明の範囲をそれに限定する趣旨ではなく、単なる説明例に過ぎない
。
【００２７】
　図１を参照して、本発明の第１の実施例について説明する。図示の携帯情報端末装置（
ＰＤＡ）は、ユーザが手のひらに把持できる大きさであり、外装ケース１１の前面にはほ
ぼその全面にわたってタッチパネル１２ａを備える液晶パネル１２が配置されている（タ
ッチパネル１２ａは、例えば、液晶パネル１２の表面に配置されている）。さらに、外装
ケース１１には、後述するように、コントロールスイッチ（以下サイドコントローラと呼
ぶ）１３、エスケープスイッチ１４、電源オン／オフスイッチ（以下電源スイッチと呼ぶ
）１５、外部メモリ媒体が挿入される挿入スロット１６、各種データの送受信等を行う際
に用いられる外部接続ターミナル１７、及びタッチペン（スタイラスペン）１８を収納す
るための収納部１９等が設けられている。
【００２８】
　図１に示すように、サイドコントローラ１３、エスケープスイッチ１４、及び電源スイ
ッチ１５は外装ケース１１の側面に一列に配置されており、図示の例では、図中上側から
順にサイドコントローラ１３、エスケープスイッチ１４、及び電源スイッチ１５の順に配
置されている。そして、サイドコントローラ１３は外装ケース１１を液晶パネル１２が正
面にくるようにして、例えば、左手で把持した際に、サイドコントローラ１３が左手の親
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指が位置する可能性が高い位置に配置される。
【００２９】
　サイドコントローラ１３の上側には外方向に延びる突起部１１ａが形成されており、サ
イドコントローラ１３の一部は外装ケース１１の側面に露出している。サイドコントロー
ラ１３は図中実線矢印Ａで示す方向（上下方向）に所定の範囲で揺動可能（回動可能）に
、外装ケース１１の正面（前面）から裏面方向に延びる軸体（図示せず）に支持されると
ともに、軸体に直交する方向（図中側面から内側に向かう方向）に押圧可能（実線矢印Ｂ
）に支持されている。この揺動（回動）範囲は、左手の親指による略一回の押し上げ又は
押し下げ操作で揺動（回動）操作可能な範囲に制限されている。そして、サイドコントロ
ーラ１３の露出面には、例えば、波形の突起状部１３ａが形成されている。
【００３０】
　前述のように、サイドコントローラ１３は、例えば、左手親指で揺動（回動）操作又は
押圧操作される。この際、左手親指は突起状部１３ａに触れることになる。サイドコント
ローラ１３は操作されない状態においては所定の位置（以下基準位置と呼ぶ）に位置して
おり、左手親指で基準位置から上方向に押し上げ操作すると、所定の回動量（揺動量）だ
けサイドコントローラ１３は揺動（回動）してそれ以上揺動（回動）しない。そして、左
手親指をサイドコントローラ１３から放すと（つまり、サイドコントローラ１３を揺動（
回動）するための力をなくすと）、サイドコントローラ１３は自動的に基準位置に復帰す
る。
【００３１】
　同様に、左手親指で基準位置から下方向に押し下げ操作すると、所定の揺動量（揺動量
）だけサイドコントローラ１３は揺動（回動）してそれ以上揺動（回動）しない。そして
、左手親指をサイドコントローラ１３から放すとサイドコントローラ１３は自動的に基準
位置に復帰する。なお、押圧操作は基準位置においてのみ行うことができる。また、サイ
ドコントローラ１３は上述のように、ＰＤＡ自体を保持している左手親指で操作するため
、この親指の動きは制限を受け、複雑な操作は困難となっている。従って、より複雑な操
作を必要とする回動操作よりも揺動操作の方が操作しやすいため、サイドコントローラ１
３は好ましくは揺動操作とすべきである。
【００３２】
　サイドコントローラ１３は前述の揺動操作（回動操作）又は押圧操作に応じて操作信号
を送出し、この操作信号に応じて、後述するように、各種処理が実行される。
【００３３】
　前述のように、サイドコントローラ１３の下側にはエスケープスイッチ１４が配置され
、エスケープスイッチ１４の下側には、電源スイッチ１５が配置され、電源スイッチ１５
の表面には複数の点状突起が形成されている。そして、これらサイドコントローラ１３、
エスケープスイッチ１４、及び電源スイッチ１５は、例えば、左手親指で操作できる位置
に配置される。なお、図示の例では、エスケープスイッチ１４は押圧操作され（実線矢印
Ｃ）、これによって、エスケープ（ＥＳＣ）信号が送出され、後述するようにして、エス
ケープ動作が行われる。電源スイッチ１５はスライド操作（実線矢印Ｄ）される（図中上
側に押し上げると電源オンとなり、電源スイッチ１５は元の位置に戻る。そして、電源オ
ンの状態で上側に押し上げると電源オフとなり、電源スイッチ１５は元の位置に戻る）。
【００３４】
　外部接続ターミナル１７によって、図示のＰＤＡは、例えば、通信機能を備えた専用の
充電装置（所謂クレイドル装置）と接続することによって、パーソナルコンピュータ等と
データの送受信を行うことができる。また、外部接続ターミナル１７によって充電を行う
ことができる。液晶パネル１２は、例えば、カラー液晶ディスプレイであり、必要に応じ
てバックライトが備えられる。タッチパネル１２ａは、例えば、タッチペン１８でタッチ
（タップ）した際、その接触位置（タッチ位置）及び接触軌跡等を検出するタッチセンサ
を有している。
【００３５】
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　次に図２を参照して、図示のＰＤＡは、中央処理装置（ＣＰＵ）２１を有しており、Ｒ
ＯＭ等の記憶部２２に格納された制御プログラムに応じてＰＤＡ全体の制御を行うととも
に、記憶部２２に格納されたアプリケーションプログラムに応じて後述する各種処理を実
行する。なお、アプリケーションプログラムは挿入スロット１６に挿入される外部メモリ
媒体から取り込まれる場合もある。
【００３６】
　図示のように、ＣＰＵ２１にはサイドコントローラ操作検出部２３を介してサイドコン
トローラ１３が接続されるとともに、エスケープスイッチ操作検出部２４を介してエスケ
ープスイッチ１４が接続される。さらに、ＣＰＵ２１には電源スイッチ操作検出部２５を
介して電源スイッチ１５が接続されている。また、ＣＰＵ２１にはタッチパネル操作検出
部２６を介してタッチパネル１２ａが接続されるとともに、液晶パネル駆動部２７を介し
て液晶パネル１２が接続されている。
【００３７】
　いま、ＰＤＡが電源オフ状態である際に、電源スイッチ１５が押し上げ操作されると、
電源スイッチ操作検出部２５ではこの押し上げ操作を検知して電源スイッチ操作信号をＣ
ＰＵ２１に与える。ＣＰＵ２１では電源スイッチ操作信号に応答して、ＰＤＡを電源オン
状態とする。そして、電源がオンとなると、ＣＰＵ２１は液晶パネル駆動部２７を駆動制
御して液晶パネル１２上に初期画面（メニュー画面、以下このメニュー画面をランチャ画
面と呼ぶ）を表示する。
　コントローラ１３、エスケープスイッチ１４、タッチパネル１２ａに対する操作はそれ
ぞれサイドコントローラ操作検出部２３、エスケープスイッチ操作検出部２４、タッチパ
ネル操作検出部２６により検出され、検出信号がＣＰＵ２１に送られ、ＣＰＵ２１は記憶
部２２に格納された制御プログラムによって表示部へのタッチ操作、サイドコントローラ
操作、エスケープキー操作のいずれが行われたかを判断し操作画面の遷移制御を行う。
【００３８】
　ランチャ画面には、メニュー項目（選択項目）として、例えば、メール、ブラウザ、ア
ドレス帳、スケジュール、メモ帳、ファイルビューア、システム、及び設定等がアイコン
とともに表示される。つまり、記憶部２２にはこれらメニュー項目に関するアプリケーシ
ョンプログラム（アプリケーションソフト）が格納されていることになる。ランチャ画面
の下側にはツールバーが表示され、上側には、年月日及び時刻が表示される。
【００３９】
　サイドコントローラ１３を基準から上側に操作（揺動）すると、サイドコントローラ操
作検出部２３ではこの上側操作を検知して、上側操作信号をＣＰＵ２１に与える。これに
よって、ＣＰＵ２１は、ランチャ画面においてカーソルを上側に移動させることになる。
また、サイドコントローラ１３を基準から下側に操作すると、サイドコントローラ操作検
出部２３ではこの下側操作を検知して、下側操作信号をＣＰＵ２１に与える。これによっ
て、ＣＰＵ２１は、ランチャ画面においてカーソルを下側に移動させることになる。そし
て、メニュー項目の一つにカーソルを位置づけて、サイドコントローラ１３を押圧すると
、サイドコントローラ操作検出部２３ではこの押圧操作を検知して、押圧操作信号をＣＰ
Ｕ２１に与える。これによって、ＣＰＵ２１は、カーソルが位置するメニュー項目を選択
して、この選択したメニュー項目に係るアプリケーションプログラムが起動されて、当該
メニュー項目に係る操作画面に遷移する。
　また、ランチャ画面において、タッチパネル１２ａ部の選択項目がタッチペンにてタッ
チされるとタッチパネル操作検出部２６によりタッチが検出され、操作信号がＣＰＵ２１
に与えられる。これによってＣＰＵ２１は選択したメニュー項目にかかるアプリケーショ
ンプログラムを起動し、表示画面は当該メニュー項目にかかる操作画面に遷移する。
【００４０】
　このようにして、ＣＰＵ２１ではタッチ操作が行われたかサイドコントローラ操作が行
われたかを判定して、この判定結果に応じて上述した処理を行うことになる。なお、以下
の説明では、メニュー項目のみが選択項目ではなく、各種アイコン、ボタン等も選択項目
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に含まれる。
【００４１】
　ここでは、メニュー項目として、スケジュール、メール、及びアドレス帳が選択された
場合について表示画面の遷移を具体的に説明することにする。なお、以下の説明において
、画面遷移制御はＣＰＵ２１上で動作するプログラムが行うものとし、タッチペン１８に
よるタッチ操作では、ＣＰＵ２１はアプリケーションプログラム毎に第１の画面遷移制御
を行い、サイドコントローラ１３の操作では、ＣＰＵ２１はアプリケーションプログラム
毎に第２の画面遷移制御を行う。
【００４２】
　まず、タッチペン１８のタッチ操作による操作画面（以下表示画面又は単に画面と呼ぶ
）の遷移について、スケジュールを例にあげて説明する。
【００４３】
　図３を参照して、いま、ランチャ画面が表示されている状態において、メニュー項目と
してスケジュールをタッチすると、スケジュールに係るアプリケーションプログラムが起
動されて、前回終了時点において表示されていた画面が表示される。つまり、後述する半
年表示画面、月間表示画面、週間表示画面、及びＴｏＤｏ表示画面、スケジュール項目画
面、ＴｏＤｏ項目表示画面のうち前回終了時点において表示されていた画面が表示される
。そして、これら表示画面において、後述するメニューアイコン、終了（×）ボタン、機
能アイコン中のファイルー終了をタップすると、ランチャ画面に遷移する。さらに、これ
ら表示画面において、後述する、戻るアイコンをタップすると、スケジュールトップ画面
に遷移する。
【００４４】
　このスケジュールトップ画面はスケジュールに関するメニュー画面である。スケジュー
ルトップ画面には、半年表示欄、月間表示欄、週間表示欄、及び仕事表示欄（ＴｏＤｏ表
示欄）が表示されるとともに、ツールバー及び年月日及び時刻が表示される。さらに、ス
ケジュールトップ画面にはスクロールボタン欄、メニューキー、戻るアイコン、戻るキー
、及びバックライトアイコンが表示される（ともに図示せず）。
【００４５】
　いま、スケジュールトップ画面において、半年表示欄をタップすると、液晶パネル１２
には半年分のカレンダーを示す半年表示画面（半年画面）が表示される。同様にして、ス
ケジュールトップ画面において、月間表示欄をタップすると、液晶パネル１２には現在の
月を示すカレンダーが月表示画面（月画面）として表示される。また、スケジュールトッ
プ画面において、週間表示欄をタップすると、液晶パネル１２には現在の週を示すカレン
ダーが週表示画面（週画面）として表示される。さらに、スケジュール項目表示画面にお
いて、ＴｏＤｏ表示欄をタップすると、液晶パネル１２には、完了するまでの進捗を管理
する必要がある仕事の一覧表がＴｏＤｏ表示画面（ＴｏＤｏ画面）として表示される。
【００４６】
　前述の各表示画面には、ツールバー、年月日及び時刻、メニューキー、戻るアイコン、
及びバックライトアイコンが表示されるとともに、半年キー、月間キー、週間キー、Ｔｏ
Ｄｏキー、及び作成キーが表示される。
【００４７】
　半年表示画面においては、半年キーが濃く表示されており、半年表示画面において、月
間キーをタップすると、月間表示画面へと遷移する。また、半年表示画面において、週間
キーをタップすると、週間表示画面へと遷移する。そして、半年表示画面において、Ｔｏ
Ｄｏキーをタップすると、ＴｏＤｏ表示画面へと遷移する。さらに、半年表示画面におい
て、月のいずれかをタップすると、タップされた月を示す月表示画面へと遷移する。半年
表示画面にはさらにスクロールキーが表示されており、このスクロールキーをタップする
毎に、三ヵ月づつカレンダーが変更される。半年表示画面において、前述のように、メニ
ューキーをタップすると、ランチャ画面へ遷移する。そして、半年表示画面において、作
成キーをタップすると、スケジュール項目画面（ＴｏＤｏ項目画面）へと遷移して、この
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スケジュール項目画面においてスケジュール（予定）編集を行うことができる。なお、半
年表示画面において、戻るアイコンをタップすると、スケジュールトップ画面に遷移する
。
【００４８】
　同様にして、月間表示画面においては、月間キーが濃く表示されており、月間表示画面
において、半年キー、週間キー、又はＴｏＤｏキーをタップすると、それぞれ半年表示画
面、週間表示画面、又はＴｏＤｏ表示画面へと遷移する。さらに、月間表示画面において
、週のいずれかをタップすると、タップされた週を示す週表示画面へと遷移する。なお、
半年表示画面において、戻るアイコンをタップすると、スケジュールトップ画面へと遷移
する。週間表示画面及びＴｏＤｏ表示画面においても、同様であり、ただ、週間表示画面
において、日をタップしてもＴｏＤｏ表示画面へは遷移しない。なお、スケジュール編集
画面で戻るアイコンをタップすると、直前の画面へ遷移する。
【００４９】
　さらに、半年表示画面、月間表示画面、週間表示画面、及びＴｏＤｏ表示画面において
、機能アイコンをタップして検索をタップすると、検索ダイアログに移行する。また、ス
ケジュール項目画面で、確定ボタン、キャンセルボタン、戻るアイコンのいずれかをタッ
プすると、直前に表示されていた画面（半年表示画面、月間表示画面、週間表示画面、及
びＴｏＤｏ表示画面のいずれか）に画面が遷移する。
【００５０】
　一方、スケジュール項目画面で繰り返し設定ボタンをタップすると、リピート設定画面
に遷移し、スケジュール項目画面で時計ボタンをタップすると、時間設定ダイアログボッ
クスが表示される。加えて、スケジュール項目画面で画像指定ボタンをタップすると、他
のアプリケーションであるファイラ（スケッチモード）が起動されて、ファイラ画面に遷
移する。そして、スケジュール項目画面で画像部分をタップすると、簡易イメージビュー
アが表示される。さらに、スケジュール項目画面でメールボタンをタップすると、他のア
プリケーションであるメールアプリケーションが起動されて、メール（編集画面）に遷移
する。また、ＴｏＤｏ項目画面でカレンダーボタンをタップすると、ミニカレンダーダイ
アログボックスが表示される。
【００５１】
　なお、前述の機能アイコンを用いて、ｖＣａｌｅｎｄａｒ（ブイカレンダー）エクスポ
ート画面、ｖＣａｌｅｎｄａｒインポート画面、保存画面、読み込み画面、及び一括削除
画面等に画面を遷移させることができる。これら各画面において、キャンセルボタン又は
戻るアイコンをタップすると、直前に表示されていた画面に遷移する。
【００５２】
　このように、タップ操作（タッチ操作）を行えば、スケジュールアプリケーションにお
いて、各種画面に遷移できるばかりでなく、他のアプリケーション画面にも遷移すること
ができ、詳細な画面遷移操作を行うことができることになる。
【００５３】
　ところで、ＰＤＡはモバイル環境で用いる関係上、タッチペン（スタイラスペン）を用
いることが不都合なこともある。従って、図示のＰＤＡでは、サイドコントローラ１３を
用いて基本的な操作を行えるようにしている（このような機能を簡易機能と呼ぶ）。
【００５４】
　図４を参照して、いま、ランチャ画面が表示されている状態において、サイドコントロ
ーラ１３を揺動させて、カーソルをスケジュール（メニュー項目）に位置づける。そして
、サイドコントローラ１３を押圧する（押し込む）と、スケジュールトップ画面が液晶パ
ネル１２に表示される。スケジュールトップ画面において、サイドコントローラ１３を回
動させると、カーソルが半年表示欄（半年画面）、月間表示欄（月画面）、週間表示欄（
週画面）、及びＴｏＤｏ表示欄（ＴｏＤｏ画面）上を移動する。そして、カーソルを半年
表示欄に位置づけて、サイドコントローラ１３を押し込むと、半年表示画面が表示される
。同様にして、カーソルを月間表示欄、週間表示欄、又はＴｏＤｏ表示欄に位置づけて、
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サイドコントローラ１３を押し込むと、それぞれ月表示画面、週表示画面、又はＴｏＤｏ
表示画面が表示される。一方、半年表示画面、月表示画面、週表示画面、又はＴｏＤｏ表
示画面が表示されている状態で、エスケープスイッチを押すと、スケジュールトップ画面
に遷移する。
【００５５】
　さらに、半年表示画面が表示されている状態で、サイドコントローラ１３を押し込むと
、月表示画面に遷移する。そして、月表示画面が表示されている状態で、サイドコントロ
ーラ１３を押し込むと、週表示画面に遷移する。週表示画面が表示されている状態で、サ
イドコントローラ１３を押し込むと、スケジュール項目画面に遷移する。このスケジュー
ル項目画面において、サイドコントローラ１３の押し込み操作を行うと、基本項目タブと
拡張項目タブとの切り替えが行われる。スケジュール項目画面においてエスケープスイッ
チを押すと、直前に表示されていた画面（週表示画面）に遷移する。
【００５６】
　一方、ＴｏＤｏ表示画面が表示されている状態で、サイドコントローラ１３の押し込み
操作を行うと、ＴｏＤｏ項目画面が表示される。そして、ＴｏＤｏ項目画面において、エ
スケープスイッチ１４を押すと、ＴｏＤｏ画面に遷移する。
【００５７】
　このようにして、サイドコントローラ１３を操作することによって基本的な画面遷移を
行うことができ、タッチペンを使用しなくても、片手（左手）で基本的なスケジューリン
グリングを確認することができることになる。
【００５８】
　次に、タッチペン１８のタッチ操作による表示画面の遷移について、メールを例にあげ
て説明する。
【００５９】
　図５を参照して、いま、ランチャ画面が表示されている状態において、メニュー項目と
してメールをタッチすると、メールに係るアプリケーションプログラムが起動されて、メ
ールトップ画面が表示される。このトップ画面において、戻るアイコン又は終了ボタン等
をタップすると、ランチャ画面に遷移する。いま、サーバ設定が未了である際に、メール
トップ画面上のメニュー項目（例えば、新着メール一覧、メール作成、メール一覧、一括
送受信、ドラフト、及びサーバ環境設定）のいずれかの項目をタップすると、プロトコル
選択ダイアログボックスが表示される。そして、ＯＫボタンをタップすると、サーバ環境
設定画面へと遷移する。一方、プロトコル選択ダイアログボックスにおいて、キャンセル
ボタンをタップすると、ランチャ画面に遷移する。また、サーバ環境設定画面において、
サーバ設定が未了であるにもかかわらず、キャンセルボタン又は終了ボタンをタップする
と、ランチャ画面に遷移する。
【００６０】
　サーバ設定が完了した後、メニュー項目として、新着メール一覧をタップすると、新着
メール一覧画面に遷移し、新着メール一覧画面上の戻るアイコンをタップすると、メール
トップ画面に遷移する。同様にして、メール作成をタップすると、メール編集画面に遷移
し、メール編集画面上の戻るアイコンをタップすると、メールトップ画面に遷移する。さ
らに、メールトップ画面において、メール一覧又はドラフトをタップすると、メール一覧
画面に遷移し、メール一覧画面上の戻るアイコンをタップすると、メールトップ画面に遷
移する。
【００６１】
　加えて、メールトップ画面において、サーバ環境設定をタップすると、サーバ環境設定
画面に遷移する。サーバ環境設定画面において、サーバ並び替えをタップすると、サーバ
並び替え画面に遷移し、ここで、サーバ並び替えを行うことができる。サーバ並び替え画
面上の確定ボタン、戻るアイコン、又はキャンセルボタンをタップすると、サーバ環境設
定画面に戻る。
【００６２】
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　サーバ設定が複数存在する際に、サーバ環境設定画面において、サーバ設定をタップす
ると、サーバ指定画面に遷移する。同様にして、サーバ削除をタップすると、サーバ指定
画面に遷移する。そして、サーバ指定画面において、サーバ指定及びサーバ削除を行う。
なお、サーバ指定を行うと、サーバ設定画面が表示される。そして、このサーバ設定画面
において、戻るボタン又はキャンセルボタンをタップすると、サーバ指定画面に戻る。
【００６３】
　いま、設定サーバが一つである際に、サーバ環境設定画面において、サーバ設定をタッ
プすると、サーバ設定画面に遷移する。そして、このサーバ設定画面において、戻るボタ
ン又はキャンセルボタンをタップすると、サーバ環境設定画面に戻る。
【００６４】
　なお、メールトップ画面で、メニューの「機能について」をタップすると、機能に関す
る画面に遷移し、ここでＯＫボタンをタップすると、メールトップ画面に戻る。さらに、
メールトップ画面で、メニューの「バージョン情報」をタップすると、バージョン情報に
関する画面に遷移し、ここでＯＫボタンをタップすると、メールトップ画面に戻る。加え
て、サーバ設定が複数存在する際に、サーバ環境設定画面において、シンクロ（ｓｙｎｃ
）対象をタップすると、ｓｙｎｃ対象選択画面に遷移する。そして、確定ボタン又はキャ
ンセルボタンをタップすると、サーバ環境設定画面に戻る。また、メールトップ画面で一
括送受信をタップすると、送受信ダイアログボックスが表示される。送受信ダイアログボ
ックスでキャンセルボタンをタップすると、メールトップ画面に戻る。このようにして、
メール機能においても、タップ操作によって各種画面表示を行うことができる。
【００６５】
　次に、サイドコントローラ操作による表示画面の遷移について、メールを例にあげて説
明する。図６を参照して、いま、ランチャ画面が表示されている状態において、サイドコ
ントローラ１３を回動操作して、メニュー項目としてメールを選択した後、サイドコント
ローラ１３を押し込むと、メールに係るアプリケーションプログラムが起動されて、メー
ルトップ画面が表示される。このトップ画面において、エスケープスイッチを押すと、ラ
ンチャ画面に遷移する。いま、サーバ設定が未了である際に、サイドコントローラ１３を
回動操作して、メールトップ画面上のメニュー項目（例えば、新着メール一覧、メール作
成、メール一覧、一括送受信、ドラフト、及びサーバ環境設定）のいずれかの項目を選択
して、サイドコントローラ１３を押し込むと、プロトコル選択ダイアログボックスが表示
される。そして、エスケープスイッチ１４を押すと、ランチャ画面へと遷移する。
【００６６】
　サーバ設定が完了した後、メールトップ画面において、サイドコントローラ１３でメー
ル作成を選択して、サイドコントローラ１３を押し込むと、メール編集画面に遷移し、エ
スケープスイッチ１４を押すと、メール編集画面からメールトップ画面へと遷移する。ま
た、メールトップ画面において、サイドコントローラ１３でサーバ環境設定を選択して、
サイドコントローラ１３を押し込むと、サーバ環境設定画面に遷移する。サーバ環境設定
画面において、エスケープスイッチ１４を押すと、メールトップ画面に戻る。一方、サー
バ設定が複数存在する際、サーバ設定画面において、サイドコントローラ１３でサーバ削
除又はサーバ設定を選択して、サイドコントローラ１３を押し込むと、サーバ指定画面へ
と遷移し、サーバ指定画面で、エスケープスイッチを押すと、サーバ環境設定画面へ戻る
。また、サーバ指定画面でサイドコントローラ１３でカーソルを移動させてサーバを選択
した後、サイドコントローラ１３を押し込むと、サーバ設定画面へと遷移する。このサー
バ設定画面において、エスケープスイッチ１４を押すと、直前の画面であるサーバ指定画
面へ戻る。
【００６７】
　一方、サーバ指定が一つである際に、サーバ環境設定画面において、サイドコントロー
ラ１３でサーバ設定を選択して、サイドコントローラ１３を押し込むと、サーバ設定画面
に遷移し、このサーバ設定画面において、エスケープスイッチ１４を押すと、直前の画面
であるサーバ環境設定画面へ戻る。なお、サーバ設定が未了である際、サーバ設定画面に
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おいてエスケープスイッチ１４を押すと、ランチャ画面に遷移する。
【００６８】
　また、サーバ環境設定画面において、サイドコントローラ１３でサーバ並び替えを選択
して、サイドコントローラ１３を押し込むと、サーバ並び替え画面に遷移する。そして、
サーバ並び替え画面において、エスケープスイッチ１４を押すと、サーバ環境設定画面に
戻る。
【００６９】
　いま、メールトップ画面において、サイドコントローラ１３でドラフト又はメール一覧
を選択して、サイドコントローラを押し込むと、サーバ指定画面に遷移する。このサーバ
指定画面においてエスケープスイッチを押すと、直前の画面であるメールトップ画面に戻
る。メール一覧を選択して、サーバ指定画面に遷移した状態で、サイドコントローラ１３
でサーバを選択した後、サイドコントローラ１３を押し込むと、フォルダ画面へと遷移し
、このフォルダ画面から所望のフォルダを選択した後、サイドコントローラ１３を押し込
むと、当該選択したフォルダに係るメール一覧が表示される。このメール一覧において、
閲覧したいメール（送信済メール又は受信メール）を選択して、サイドコントローラ１３
を押し込むと、メール表示画面に遷移する。このメール表示画面（受信メールモード）に
おいて、サイドコントローラ１３を予め規定された時間以上押し込むと（長押し込みをす
ると）、かんたん返信画面へと遷移し、このかんたん返信画面で選択したメールに対する
返信を行うことができる。
【００７０】
　上記のかんたん返信画面において、エスケープスイッチ１４を押すと、前述のメール表
示画面に戻り、メール表示画面において、エスケープスイッチ１４を押すと、メール一覧
画面に戻る。そして、メール一覧画面において、エスケープスイッチ１４を押すと、フォ
ルダ指定画面に戻り、フォルダ指定画面において、エスケープスイッチ１４を押すと、サ
ーバ指定画面に戻る。なお、ドラフトを選択してサーバ指定画面に遷移した際、サイドコ
ントローラ１３を押し込むと、メール一覧画面に遷移する。そして、この場合に、エスケ
ープスイッチ１４を押すと、メール一覧画面からサーバ指定画面に戻る。なお、かんたん
返信画面において、サイドコントローラ１３を押し込むと、メール送信後、簡単返信送信
終了とされて、メール一覧画面に戻る。
【００７１】
　一方、メール一覧画面において、サイドコントローラ１３でドラフトメール又は送信予
約メールを選択して、サイドコントローラ１３を押し込むと、メール編集画面へと遷移す
る。この場合に、エスケープスイッチ１４を押すと、メール編集画面からメール一覧画面
へと戻る。
【００７２】
　さらに、メールトップ画面において、サイドコントローラ１３で新着メール一覧を選択
して、サイドコントローラ１３を押し込むと、新着メール一覧画面へと遷移する。そして
、新着メール一覧画面において、サイドコントローラ１３で所望の受信メールを選択した
後、サイドコントローラを押し込むと、メール表示画面へと遷移する。この場合、メール
表示画面でエスケープスイッチ１４を押すと、新着メール一覧画面へ戻り、新着メール一
覧画面でエスケープスイッチ１４を押すと、メールトップ画面に復帰する。なお、メール
表示画面でサイドコントローラ１３を押し込むと、順次、次のメールが表示される。
【００７３】
　加えて、サーバ設定が複数存在する際に、サーバ環境設定画面において、サイドコント
ローラ１３でシンクロ（ｓｙｎｃ）対象を選択して、サイドコントローラ１３を押し込む
と、ｓｙｎｃ対象選択画面に遷移する。そして、エスケープスイッチを押すと、サーバ環
境設定画面に戻る。なお、サイドコントローラ１３を用いてメール一覧画面から添付ファ
イル一覧画面（保存モード）へ遷移することができ、エスケープスイッチを押せば、添付
ファイル一覧画面（保存モード）からメール一覧画面へ戻る。この添付ファイル一覧画面
はメール表示画面から遷移させることもでき（サイドコントローラの押し込み）、この際
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に、エスケープスイッチを押すと、添付ファイル一覧画面からメール表示画面へと戻る。
同様にして、サイドコントローラ１３を用いてメール編集画面から添付ファイル一覧画面
（追加モード）に遷移させることができる。この際には、エスケープスイッチを押すと、
添付ファイル一覧画面（追加モード）からメール編集画面へと戻る。
【００７４】
　このようにして、メール機能の場合には、モバイル環境を考慮して、サイドコントロー
ラ及びエスケープスイッチを用いて種々の画面に遷移させることができ、例えば、出先等
においてもタッチ操作を行うことなく、簡単にメール機能を使用することができることに
なる。
【００７５】
　さらに、タッチペン１８のタッチ操作による表示画面の遷移について、アドレス帳を例
にあげて説明する。
【００７６】
　図７を参照して、いま、ランチャ画面が表示されている状態において、メニュー項目と
してアドレス帳をタッチすると、アドレス帳に係るアプリケーションプログラムが起動さ
れて、メイン画面又は内容表示画面が表示される（ここでは、メイン画面及び内容表示画
面のうち前回終了時から最も近くで表示されていた画面が表示される）。いま、メイン画
面が表示されたとする。メイン画面で戻るアイコンをタップすると、グループ選択画面に
遷移する。そして、グループ選択画面でグループ名をタップすると、メイン画面に遷移す
る。なお、メイン画面において、終了又は終了ボタンをタップすると、ランチャ画面に戻
る。メイン画面において、個人データをタップすると、内容表示画面に遷移する。そして
、内容表示画面において戻るアイコンをタップすると、メイン画面に戻る。
【００７７】
　さらに、メイン画面において、機能アイコン中の「メールを送る」をタップすると、メ
ールモードになってメールに係るアプリケーションが起動される。また、機能アイコン中
の「グループ編集」をタップすると、グループ編集画面へと遷移する。メイン画面からグ
ループ編集画面へと遷移した際、グループ編集画面で戻るボタン又は戻るアイコンをタッ
プすると、メイン画面に戻る。そして、メイン画面において、機能アイコン中の「検索」
又は検索ボタンをタップすると、検索画面へと遷移し、検索画面において、検索画面以外
の箇所をタップすると、メイン画面に戻る。
【００７８】
　一方、内容表示画面において、終了又は終了ボタンをタップすると、ランチャ画面に戻
り、メニューファイル中の編集又は編集ボタンをタップすると、編集画面へと遷移する。
さらに、内容表示画面において、メールアドレス表示エリア、メールボタン、又は機能ア
イコン中の「メールを送る」をタップすると、メールモードになってメールに係るアプリ
ケーションが起動される。
【００７９】
　編集画面において、個人データを更新する際に、確定ボタン、キャンセルボタン、又は
戻るアイコンをタップすると、内容表示画面へと復帰する。なお、メイン画面において、
作成ボタン、メニュー中の作成又は編集をタップすると、編集画面へと遷移し、この際、
編集画面において、確定ボタン、キャンセルボタン、又は戻るアイコンをタップすると、
メイン画面へと戻る。さらに、編集画面において、メニュー中の「画像の読み込み」又は
画像指定ボタンをタップすると、ファイラ画面（スケッチモード）へと遷移し、ファイラ
画面において、確定ボタン、キャンセルボタン、又は戻るアイコンをタップすると、編集
画面に復帰する。
【００８０】
　また、編集画面において、変更ボタンをタップすると、グループ設定画面へと遷移し、
グループ設定画面において、確定ボタン又はキャンセルボタンをタップすると、編集画面
に復帰する。一方、内容表示画面又は編集画面で画像をタップすると、簡易イメージビュ
ーアが起動され、簡易イメージビューアにおいて、戻るボタンをタップすると、直前の画
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面（内容表示画面又は編集画面）に戻る。なお、編集画面において、メニュー中の終了又
は終了ボタンをタップすると、ランチャ画面に戻る。
【００８１】
　グループ設定画面において、機能アイコン中の「グループ編集」又は編集をタップする
と、グループ編集画面に遷移し、この際、グループ編集画面において戻るボタン又は戻る
アイコンをタップすると、グループ設定画面に復帰する。なお、グループ編集画面でメニ
ュー中の終了又は終了ボタンをタップすると、ランチャ画面に戻り、グループ選択画面に
おいて、メニュー中の終了、終了ボタン、戻るボタン、又は戻るアイコンをタップすると
、ランチャ画面に戻る。
【００８２】
　いま、内容表示画面において、ＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａ
ｔｏｒ）をタップすると、ブラウザソフトウェアが起動される。さらに、内容表示画面に
おいて、ブイカード（ｖＣａｒｄ）－エクスポートをタップすると、ｖＣａｒｄエクスポ
ート画面へと遷移し、ｖＣａｒｄエクスポート画面において、エクスポート終了、キャン
セルボタン、又は戻るアイコンをタップすると、内容表示画面に戻る。なお、ｖＣａｒｄ
エクスポート画面へはメイン画面から遷移することもでき、この際には、ｖＣａｒｄエク
スポート画面において、エクスポート終了、キャンセルボタン、又は戻るアイコンをタッ
プすると、メイン画面に戻る。また、メイン画面において、ｖＣａｒｄインポートをタッ
プすると、ｖＣａｒｄインポート画面に遷移し、ｖＣａｒｄインポート画面でインポート
終了、キャンセルボタン、又は戻るアイコンをタップすると、メイン画面に戻る。
【００８３】
　このようにして、タッチ操作を行うことによって、アドレス帳機能における種々の画面
を表示することができることになる。
【００８４】
　次に、サイドコントローラ操作による表示画面の遷移について、アドレス帳を例にあげ
て説明する。
【００８５】
　図８を参照して、いま、ランチャ画面が表示されている状態において、サイドコントロ
ーラ１３を回動操作して、メニュー項目としてアドレス帳を選択した後、サイドコントロ
ーラ１３を押し込むと、アドレス帳に係るアプリケーションプログラムが起動されて、グ
ループ選択画面が表示される。このグループ選択画面において、エスケープスイッチ１４
を押すと、ランチャ画面に遷移する。
【００８６】
　グループ選択画面において、サイドコントローラ１３で所望のグループを選択して、サ
イドコントローラ１３を押し込むと、メイン画面に遷移する。なお、メイン画面において
、エスケープスイッチ１４を押すと、グループ選択画面に復帰する。メイン画面において
、サイドコントローラ１３で所望のアドレスを選択して、サイドコントローラ１３を押し
込むと、そのアドレスに係る内容が表示される内容表示画面に遷移する。
【００８７】
　ところで、前述のタップ操作によって編集画面が表示されている際に、サイドコントロ
ーラ１３を押し込むと、例えば、順次電話タブ、メールタブ、住所タブ、会社タブ、及び
メモタブの順に移動する。また、編集画面において、個人データを変更している際に、エ
スケープスイッチ１４を押すと、内容表示画面に遷移する。一方、個人データ作成の際、
エスケープスイッチ１４を押すと、メイン画面に復帰する。
【００８８】
　前述のタップ操作によって検索画面が表示され、検索画面で検索がヒットした際に、サ
イドコントローラ１３を押し込むと、内容表示画面に遷移して、当該ヒットした検索内容
が内容表示画面に表示される。さらに、前述のタップ操作によってグループ編集画面が表
示されている際に、エスケープスイッチを押すと、遷移前の画面（グループ設定画面又は
メイン画面）に戻る。なお、グループ設定画面において、サイドコントローラ１３を押し
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込むか又はエスケープスイッチ１４を押すと、編集画面へと遷移する。同様にして、ｖＣ
ａｒｄインポート画面でエスケープスイッチを押すと、メイン画面に復帰し、ｖＣａｒｄ
エクスポート画面でエスケープスイッチを押すと、遷移前の画面（内容表示画面又はメイ
ン画面）に戻る。
【００８９】
　このようにして、サイドコントローラ及びエスケープスイッチを用いることによって、
アドレス帳における基本的な画面遷移操作を行うことができ、出先等におけるモバイル環
境においても、例えば、アドレス帳の内容表示を容易に行うことができることになる。
【００９０】
　次に、第２の実施例について説明する。
　まず、図９を参照して、（ａ）はメニュー画面であり、スケジュールアプリケーション
にフォーカスが当たっている状態を示している。（ａ）では、「スケジュール」にフォー
カスが位置する状態で、サイドコントローラの押圧動作があったと判定されると、（ｂ）
に示すスケジュールアプリケーションのトップメニュー画面へ遷移する。トップメニュー
画面では、スケジュールの表示形態とＴｏＤｏとを選択することができ、サイドコントロ
ーラの揺動操作、押圧操作、または選択項目表示部分をタップする操作によって選択・表
示を行う。スケジュール表示形態及びＴｏＤｏには（ｃ）に示す半年画面、（ｄ）に示す
月間画面、（ｅ）に示す週間画面、（ｆ）に示すＴｏＤｏ画面がある。また、メニュー画
面において、「スケジュール」項目がタップ操作されたと判定されると、（ｃ）に示す半
年画面、（ｄ）に示す月間画面、（ｅ）に示す週間画面、（ｆ）に示すＴｏＤｏ画面のう
ち、前回終了直前に表示していた画面に遷移する。
【００９１】
　図９（ｃ）に示す半年画面、（ｄ）に示す月間画面、（ｅ）に示す週間画面、又は（ｆ
）に示すＴｏＤｏ画面において、エスケープキー押圧操作があったと判定されると、（ｂ
）に示すトップメニュー画面へ遷移する。トップメニュー画面では、遷移してくる前に表
示していた画面の項目が、カーソルで選択されている状態となる。トップメニュー画面に
おいて、エスケープキー押圧操作があったと判定されると、（ａ）に示すメニュー画面へ
遷移する。このとき、メニュー画面では、「スケジュール」項目が選択されている状態と
なる。また、図９（ｃ）に示す半年画面、（ｄ）に示す月間画面、（ｅ）に示す週間画面
、又は（ｆ）に示すＴｏＤｏ画面において、アプリケーション終了のタップ操作があった
と判定されると、（ａ）に示すメニュー画面へ遷移する。このとき、メニュー画面では、
「スケジュール」項目がカーソル選択されている状態となる。
【００９２】
　図１０の（ａ）はメニュー画面を示しており、メールアプリケーションにフォーカスが
当たっている状態が示されている。「メール」にフォーカスが位置する状態で、サイドコ
ントローラの押圧操作があったと判定されると、（ｂ）に示すメールのトップメニュー画
面へ遷移する。このトップメニュー画面には、新着メール一覧、メール作成、メール一覧
、一括送受信、ドラフト、及びサーバ環境設定の各項目がある。ここでは「メール一覧」
を選択した場合について説明する。トップメニュー画面の「メール一覧」にフォーカスが
位置する状態で、サイドコントローラの押圧操作があったと判定されると、（ｃ）に示す
サーバ指定画面へ遷移する。このサーバ指定画面は、サーバ設定が複数されている際に表
示される。設定されているサーバが１つの場合は、（ｄ）に示すフォルダ指定画面へ遷移
する。（ｃ）に示すサーバ指定画面において、サイドコントローラの揺動操作によって、
あるサーバを選択した状態でサイドコントローラの押圧操作があったと判定されると、そ
のサーバに関係するフォルダ「受信箱」「送信箱」「ドラフト」等が表示される（ｄ）の
フォルダ指定画面へ遷移する。フォルダ指定画面において、サイドコントローラの揺動操
作によって、あるフォルダを選択した状態でサイドコントローラの押圧操作があったと判
定されると、（ｅ）に示すメール一覧画面に遷移する。また、メニュー画面において、「
メール」項目のタップ操作があったと判定されると、前回終了直前に表示していた画面に
遷移する。
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【００９３】
　図１０（ｅ）に示すメール一覧画面において、エスケープキー押圧操作があったと判定
されると、（ｄ）に示すフォルダ指定画面へ遷移する。フォルダ指定画面では、メール一
覧画面において選択されていたフォルダがカーソル選択されている状態となる。（ｄ）に
示すフォルダ指定画面において、エスケープキー押圧操作があったと判定されると、（ｃ
）に示すサーバ指定画面へ遷移する。サーバ指定画面では、メール一覧画面において選択
されていたサーバがカーソル選択されている状態となる。（ｃ）に示すサーバ指定画面に
おいて、エスケープキー押圧操作があったと判定されると、（ｂ）に示すトップメニュー
画面へ遷移する。ここでは、メール一覧画面から復帰してきたので、トップメニュー画面
では「メール一覧」がカーソル選択されている状態となる。トップメニュー画面において
、エスケープキー押圧操作があったと判定されると、（ａ）に示すメニュー画面へ遷移す
る。このとき、メニュー画面では、「メール」項目がカーソル選択されている状態となる
。また、図１０（ｅ）に示すメール一覧画面において、アプリケーション終了のタップ操
作があったと判定されると、（ａ）に示すメニュー画面へ遷移する。この際、メニュー画
面では「メール」項目がカーソル選択されている状態となる。
【００９４】
　図１１（ａ）はメニュー画面を示しており、アドレス帳アプリケーションにフォーカス
が当たっている状態である。「アドレス帳」にフォーカスが位置する状態で、サイドコン
トローラの押圧操作があったと判定されると、（ｂ）に示すグループ選択画面へ遷移する
。グループ選択画面において、サイドコントローラの揺動操作によって表示したいグルー
プを選択した状態で、サイドコントローラの押圧操作があったと判定されると、（ｃ）に
示すアドレス帳一覧表示画面に遷移し、選択したグループのアドレス一覧を表示すること
ができる。また、メニュー画面において、「アドレス帳」項目のタップ操作があったと判
定されると、前回終了直前に表示していた画面に遷移する。
【００９５】
　図１１（ｃ）に示すアドレス帳一覧表示画面において、エスケープキー押圧操作があっ
たと判定されると、（ｂ）に示すグループ選択画面へ遷移する。グループ選択画面では、
アドレス帳一覧表示において選択されていたグループがカーソル選択されている状態とな
る。（ｂ）に示すグループ選択画面において、エスケープキー押圧操作があったと判定さ
れると、（ａ）に示すメニュー画面へ遷移する。このとき、メニュー画面では、「アドレ
ス帳」項目がカーソル選択されている状態となる。また、図１１（ｃ）に示すアドレス帳
一覧表示画面において、アプリケーション終了のタップ操作があったと判定されると、（
ａ）に示すメニュー画面へ遷移する。このとき、メニュー画面では「アドレス帳」項目が
カーソル選択されている状態となる。
【００９６】
　図１２（ａ）はメニュー画面を示しており、ファイルケースアプリケーションにフォー
カスが当たっている状態である。「ファイルケース」にフォーカスが位置する状態で、サ
イドコントローラの押圧操作があったと判定されると、本体にメモリカードが挿入されて
いるか否かが検出されて、メモリカードが挿入されている場合には、（ｂ）に示すストレ
ージ選択画面へ遷移する。メモリカードが挿入されていない場合には、（ｄ）に示すファ
イル一覧表示（本体メモリ）画面へ遷移する。ストレージ選択画面において、サイドコン
トローラの揺動操作によって、ファイルを表示したいものを選択した状態でサイドコント
ローラの押圧操作があったと判定されると、メモリカードを選択した際には、（ｃ）に示
すファイル一覧表示（メモリカード）画面へ、本体メモリを選択した際には、（ｄ）に示
すファイル一覧表示（本体メモリ）画面へ遷移する。また、メニュー画面において、「フ
ァイルケース」項目のタップ操作があったと判定されると、前回終了直前に表示していた
画面に遷移する。前回メモリカード挿入時にメモリカードのファイル一覧表示を行ってい
て、今回はメモリカード挿入されていない場合には、本体メモリのファイル一覧画面へ遷
移する。
【００９７】
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　本体にメモリカードが挿入されている場合、図１２（ｃ）に示すファイル一覧表示（メ
モリカード）又は（ｄ）に示すファイル一覧表示（本体メモリ）において、エスケープキ
ー押圧操作があったと判定されると、（ｂ）に示すストレージ選択画面へ遷移する。スト
レージ選択画面では、ファイル一覧表示していたストレージの方がカーソル選択されてい
る状態となる。（ｂ）に示すストレージ選択画面において、エスケープキー押圧操作があ
ったと判定されると、（ａ）に示すメニュー画面へ遷移する。この際、メニュー画面では
、「ファイルケース」項目がカーソル選択されている状態となる。また、図１２（ｃ）に
示すファイル一覧表示（メモリカード）又は（ｄ）に示すファイル一覧表示（本体メモリ
）において、アプリケーション終了のタップ操作があったと判定されると、（ａ）に示す
メニュー画面へ遷移する。このとき、メニュー画面では「ファイルケース」項目がカーソ
ル選択されている状態となる。
【００９８】
　図１３（ａ）はメニュー画面を示しており、メモ帳アプリケーションにフォーカスが当
たっている状態である。「メモ帳」にフォーカスが位置する状態でサイドコントローラの
押圧操作又は「メモ帳」項目のタップ操作があったと判定されると、（ｂ）に示すタイト
ル一覧表示画面へと遷移する。タイトル一覧表示画面において、サイドコントローラの揺
動操作によって、表示させたいメモのタイトルを選択した状態でサイドコントローラの押
圧操作があったと判定されると、メモの内容を（ｃ）に示す閲覧モードで表示する。閲覧
モードでは、サイドコントローラの揺動によって、画面スクロールを行うことができる。
また、タイトル一覧表示画面において、表示させたいメモのタイトルをタップ操作があっ
たと判定されると、メモ内容を（ｄ）に示す編集モードで表示する。編集モードでは、カ
ーソルを表示させ、文字入力パネルを表示し、直ちにメモ編集を行うことができる。
【００９９】
　図１３（ｃ）に示す閲覧モードにおいて、エスケープキー押圧操作があったと判定され
ると、（ｂ）に示すタイトル一覧画面へ遷移する。タイトル一覧画面では、閲覧していた
メモのタイトルがカーソル選択されている状態となる。（ｄ）に示す編集モードにおいて
、エスケープキー押圧操作があったと判定されると、（ｂ）に示すタイトル一覧画面へと
遷移する。タイトル一覧画面では、編集していたメモのタイトルがカーソル選択されてい
る状態となる。
【０１００】
　次に、本発明の請求項１に対応する実施例について説明する。図９においては、（ａ）
に示すメニュー画面で「スケジュール」項目がタッチ操作されたと判定されると、スケジ
ュールアプリケーション中の（ｃ）に示す半年画面、（ｄ）に示す月間画面、（ｅ）に示
す週間画面、（ｆ）に示すＴｏＤｏ画面のうち、前回終了直前の画面へと遷移し、「スケ
ジュール」項目がカーソル選択されている状態において、コントロールスイッチ部が操作
されたと判定されると、スケジュールアプリケーション中の（ｂ）に示すトップメニュー
画面へ遷移する。
【０１０１】
　図１０においては、（ａ）に示すメニュー画面で「メール」項目がタッチ操作されたと
判定されると、メールアプリケーション中の前回終了時直前に表示していた画面（新着メ
ール一覧、メール作成、メール一覧、一括送受信、ドラフト、サーバ環境設定；この実施
例ではメール一覧画面）へ遷移し、「メール」項目がカーソル選択されている状態で、コ
ントロールスイッチ部が操作されたと判定されると、メールアプリケーション中の（ｂ）
に示すトップメニュー画面へ遷移する。
【０１０２】
　図１１においては、（ａ）に示すメニュー画面で「アドレス帳」項目がタッチ操作され
たと判定されると、アドレス帳アプリケーションの前回終了時直前に表示していた画面（
この実施例では、アドレス帳一覧表示）へ遷移し、「アドレス帳」項目がカーソル選択さ
れている状態でコントロールスイッチ部が操作されたと判定されると、アドレス帳アプリ
ケーションの（ｂ）グループ選択画面へ遷移する。
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【０１０３】
　本体にメモリカードが挿入されている状態で、図１２においては、（ａ）に示すメニュ
ー画面で「ファイルケース」項目がタッチ操作されたと判定されると、ファイルケースア
プリケーション中の（ｃ）に示すファイル一覧表示画面（メモリカード）及び（ｄ）に示
すファイル一覧表示画面（本体メモリ）のうち前回終了直前の画面へ遷移し、「ファイル
ケース」項目がカーソル選択されている状態でコントロールスイッチ部が操作されたと判
定されると、（ｂ）ストレージ選択画面へ遷移する。
【０１０４】
　図１３において、（ｂ）に示すメモ帳のタイトル一覧で、あるメモのタイトルがタッチ
操作されたと判定されると、メモ帳アプリケーション中の（ｄ）に示す編集モードへ遷移
し、コントロールスイッチ部が操作されたと判定されると、メモ帳アプリケーション中の
（ｂ）に示すタイトル一覧へ遷移する。なお、タッチ操作かコントロールスイッチ操作が
行われたかを判定する手段も含まれる。
【０１０５】
　本発明例はタッチパネルを備えているもの更にタッチパネルと入力操作部とを備えてい
るものが含まれる。
【０１０６】
　次に、本発明の請求項２に対応する実施例について説明する。複数の項目が選択項目と
して規定されている操作画面は、図９（ａ）に示すメニュー画面、図１０（ａ）に示すメ
ニュー画面、図１１（ａ）に示すメニュー画面、図１２（ａ）に示すメニュー画面であり
、コントロールスイッチ部が揺動操作されたと判定されると、それぞれ図９（ａ）に示す
「スケジュール」項目、図１０（ａ）に示す「メール」項目、図１１（ａ）に示す「アド
レス帳」項目、図１２（ａ）に示す「ファイルケース」項目がカーソル選択された状態と
なる。コントロールスイッチ部が押圧操作されると、選択されている項目に係る操作画面
へ遷移する。これら遷移は、図９（ａ）から（ｂ）、図１０（ａ）から（ｂ）、図１１（
ａ）から（ｂ）、図１２（ａ）から（ｂ）への遷移となる。
【０１０７】
　本発明の図１４に示す実施例は、操作が行われる以前の画面が図１４（ａ）に示すよう
に、選択項目の配列が１次元であると、タッチパネルへの操作が行われた際、図１４（ｂ
）に示すように、選択項目が２次元配列され、コントロールスイッチ部の操作が行われる
と図１４（ａ）に示す状態のままとなる。一方、操作が行われる以前の画面が図１４（ｂ
）に示すように、選択項目の配列が２次元である場合には、タッチパネルへの操作が行わ
れると、図１４（ｂ）の状態のままであり、コントロールスイッチ部の操作が行われると
、図１４（ａ）に示す選択項目が１次元配列になる。また、図１４（ｄ）のように週間画
面が開いていた際には、エスケープスイッチ１４の操作によって図１４（ｃ）に示すトッ
プメニューになり、タッチパネルの操作（タップ操作）が行われると、図１４（ｂ）に示
す２次元配列画面になる。このように、１次元配列では選択項目の一部が隠れていてタッ
チ操作がしづらい場合に、タッチ操作をすることによって２次元配列となり、全項目が表
示されてタッチ操作しやすくなる。
【０１０８】
　次に、本発明の他の実施例について説明する。図９（ａ）に示す「スケジュール」項目
がカーソル選択されている状態において、コントロールスイッチが上側へ揺動されたと判
定されると、操作画面上で、図１１（ａ）に示す「アドレス帳」項目がカーソル選択され
ている状態へ遷移する。図９（ａ）に示す「スケジュール」項目がカーソル選択されてい
る状態において、コントロールスイッチが下側へ揺動されたと判定されると、操作画面上
で図１３（ａ）に示す「メモ帳」項目がカーソル選択されている状態へ遷移する。
【０１０９】
　更に、本発明の他の実施例について説明する。図９（ａ）に示すメニュー画面、図１０
（ａ）に示すメニュー画面、図１１（ａ）に示すメニュー画面、図１２（ａ）に示すメニ
ュー画面から、コントロールスイッチ部の揺動操作によってそれぞれ図９（ａ）に示す「
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スケジュール」項目、図１０（ａ）に示す「メール」項目、図１１（ａ）に示す「アドレ
ス帳」項目、図１２（ａ）に示す「ファイルケース」項目がカーソル選択された状態とな
って、コントロールスイッチ部が押圧操作されると、図９（ａ）に示すメニュー画面から
（ｂ）に示すトップメニュー画面（「週間表示」項目が選択されている状態）、図１０（
ａ）に示すメニュー画面から（ｂ）に示すトップメニュー（「メール一覧」項目が選択さ
れている状態）、図１１（ａ）に示すメニュー画面から（ｂ）に示すグループ選択画面（
「全グループ」項目が選択されている状態）、図１２（ａ）に示すメニュー画面から（ｂ
）に示すストレージ指定画面（「本体メモリ」項目が選択されている状態）に遷移する。
【０１１０】
　更に、本発明の他の実施例について説明する。図９（ａ）に示すメニュー画面、図１０
（ａ）に示すメニュー画面、図１１（ａ）に示すメニュー画面、図１２（ａ）に示すメニ
ュー画面から、コントロールスイッチ部の揺動瑶動操作によってそれぞれ図９（ａ）に示
す「スケジュール」項目、図１０（ａ）に示す「メール」項目、図１１（ａ）に示す「ア
ドレス帳」項目、図１２（ａ）に示す「ファイルケース」項目がカーソル選択された状態
となって、コントロールスイッチ部の押圧操作によって、図９（ａ）に示すメニュー画面
から（ｂ）に示すトップメニュー画面（「週間表示」項目が選択されている状態）、図１
０（ａ）に示すメニュー画面から（ｂ）に示すトップメニュー（「メール一覧」項目が選
択されている状態）、図１１（ａ）に示すメニュー画面から（ｂ）に示すグループ選択画
面（「全グループ」項目が選択されている状態）、図１２（ａ）に示すメニュー画面から
（ｂ）に示すストレージ指定画面（「本体メモリ」項目が選択されている状態）へと遷移
する。
【０１１１】
　さらに、本発明の他の実施例について説明する。図９では、（ａ）に示すメニュー画面
で「スケジュール」項目がタッチ操作されたと判定されると、スケジュールアプリケーシ
ョン中の（ｃ）に示す半年画面、（ｄ）に示す月間画面、（ｅ）に示す週間画面、（ｆ）
に示すＴｏＤｏ画面のうち、前回終了直前の画面＜詳細な選択項目を配置した画面＞へ遷
移し、「スケジュール」項目がカーソル選択されている状態において、コントロールスイ
ッチ部が操作されたと判定するとスケジュールアプリケーション中の（ｂ）に示すトップ
メニュー画面＜簡易な選択項目を配置した画面＞へと遷移する。
【０１１２】
　図１０では、（ａ）に示すメニュー画面で「メール」項目がタッチ操作されたと判定さ
れると、メールアプリケーション中の前回終了時直前に表示していた画面（新着メール一
覧、メール作成、メール一覧、一括送受信、ドラフト、サーバ環境設定；この実施例では
メール一覧）＜詳細な選択項目を配置した画面＞へと遷移し、「メール」項目がカーソル
選択されている状態において、コントロールスイッチ部が操作されたと判定されると、メ
ールアプリケーション中の（ｂ）に示すトップメニュー画面＜簡易な選択項目を配置した
画面＞へと遷移する。
【０１１３】
　図１１では、（ａ）に示すメニュー画面で「アドレス帳」項目がタッチ操作されたと判
定されると、アドレス帳アプリケーション中の前回終了時直前に表示していた画面（この
実施例では、アドレス帳一覧表示）＜詳細な選択項目を配置した画面＞へと遷移し、「ア
ドレス帳」項目がカーソル選択されている状態において、コントロールスイッチ部が操作
されたと判定されると、アドレス帳アプリケーション中の（ｂ）に示すグループ選択画面
＜簡易な選択項目を配置した画面＞へと遷移する。
【０１１４】
　本体にメモリカードが挿入されている状態において、図１２では、（ａ）に示すメニュ
ー画面で「ファイルケース」項目がタッチ操作されたと判定されると、ファイルケースア
プリケーション中の（ｃ）に示すファイル一覧表示画面（メモリカード）、（ｄ）に示す
ファイル一覧表示画面（本体メモリ）のうち前回終了直前の画面＜詳細な選択項目を配置
した画面＞へと遷移し、「ファイルケース」項目がカーソル選択されている状態において
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、コントロールスイッチ部が操作されたと判定されると、ストレージ選択画面＜簡易な選
択項目を配置した画面＞へと遷移する。
【０１１５】
　さらに、本発明の他の実施例について説明する。図９では、（ａ）に示すメニュー画面
で「スケジュール」項目がタッチ操作されたと判定されると、スケジュールアプリケーシ
ョン中の（ｃ）に示す半年画面、（ｄ）に示す月間画面、（ｅ）に示す週間画面、（ｆ）
に示すＴｏＤｏ画面のうち前回終了直前の画面へ遷移し、「スケジュール」項目がカーソ
ル選択されている状態において、コントロールスイッチ部が押圧操作されたと判定される
と、スケジュールアプリケーション中の（ｂ）に示すトップメニュー画面へと遷移する。
【０１１６】
　（ｂ）に示すトップメニュー画面において、「半年表示」項目がカーソル選択されてい
る状態でコントロールスイッチ部が押圧操作されたと判定されると、さらに下層の（ｃ）
に示す半年画面へと遷移する。
【０１１７】
　（ｂ）に示すトップメニュー画面において、「月間表示」項目がカーソル選択されてい
る状態でコントロールスイッチ部が押圧操作されたと判定されると、さらに下層の（ｄ）
に示す月間画面へ遷移する。（ｂ）に示すトップメニュー画面において、「週間表示」項
目がカーソル選択されている状態でコントロールスイッチ部が押圧操作されたと判定され
ると、さらに下層の（ｅ）に示す週間画面へ遷移する。（ｂ）に示すトップメニュー画面
において、「ＴｏＤｏ表示」項目がカーソル選択されている状態でコントロールスイッチ
部が押圧操作されたと判定されると、さらに下層の（ｆ）に示すＴｏＤｏ画面へ遷移する
。
【０１１８】
　図１０では、（ａ）に示すメニュー画面で「メール」項目がタッチ操作されたと判定さ
れると、メールアプリケーション中の前回終了時直前に表示していた画面（新着メール一
覧、メール作成、メール一覧、一括送受信、ドラフト、サーバ環境設定；この実施例では
メール一覧）へと遷移し、「メール」項目がカーソル選択されている状態でコントロール
スイッチ部が押圧操作されたと判定されると、メールアプリケーション中の（ｂ）に示す
トップメニュー画面へと遷移する。例えば、（ｂ）に示すトップメニュー画面において、
「メール一覧」項目がカーソル選択されている状態でコントロールスイッチ部が押圧操作
されたと判定されると、さらに下層の（ｃ）に示すサーバ指定画面へ遷移する。
【０１１９】
　さらに、（ｃ）に示すサーバ指定画面において、あるサーバ名がカーソル選択されてい
る状態でコントロールスイッチ部が押圧操作されたと判定されると、さらに下層の（ｄ）
に示すフォルダ指定画面へ遷移する。また、（ｄ）に示すフォルダ指定画面において、あ
るフォルダがカーソル選択されている状態でコントロールスイッチ部が押圧操作されたと
判定されると、さらに下層の（ｅ）に示すメール一覧画面へと遷移する。
【０１２０】
　図１１では、（ａ）に示すメニュー画面で「アドレス帳」項目がタッチ操作されたと判
定されると、アドレス帳アプリケーション中の前回終了時直前に表示していた画面（この
実施例では、アドレス帳一覧表示）へ遷移し、「アドレス帳」項目がカーソル選択されて
いる状態でコントロールスイッチ部が押圧操作されたと判定されると、アドレス帳アプリ
ケーション中の（ｂ）に示すグループ選択画面へと遷移する。例えば、（ｂ）に示すグル
ープ選択画面で「全グループ」項目がカーソル選択されている状態においてコントロール
スイッチ部が押圧操作されたと判定されると、さらに下層の（ｃ）に示すアドレス帳一覧
表示画面へ遷移する。
【０１２１】
　本体にメモリカードが挿入されている状態において、図１２では、（ａ）に示すメニュ
ー画面で「ファイルケース」項目がタッチ操作されたと判定されると、ファイルケースア
プリケーション中の（ｃ）に示すファイル一覧表示画面（メモリカード）、（ｄ）に示す
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ファイル一覧表示画面（本体メモリ）のうち前回終了直前の画面へ遷移し、「ファイルケ
ース」項目がカーソル選択されている状態でコントロールスイッチ部が押圧操作されたと
判定されると、（ｂ）に示すストレージ選択画面へと遷移する。
【０１２２】
　（ｂ）ストレージ選択画面において、「本体メモリ」項目がカーソル選択されている状
態でコントロールスイッチ部が押圧操作されたと判定されると、さらに下層の（ｄ）示す
ファイル一覧画面（本体メモリ）画面へ遷移する。（ｂ）に示すストレージ選択画面にお
いて、「メモリカード」項目がカーソル選択されている状態でコントロールスイッチ部が
押圧操作されたと判定されると、さらに下層の（ｃ）に示すファイル一覧画面（メモリカ
ード）画面へ遷移する。
【０１２３】
　さらに、本発明の他の実施例について説明する。各メニュー画面から項目を選んでタッ
チパネルをタッチした際には、各アプリケーション、例えば、スケジュール帳の実行画面
又はスケジュール帳の画面の配色や表示される期間を１週間とするか、２週間とするか等
の設定画面を選択することができる。一方、サイドコントロールスイッチを用いてスケジ
ュール帳を選んだ場合には、設定画面は選択できない。
【０１２４】
　以上説明したように、表示部がタッチ操作されたと判定されると、表示部に表示される
操作画面をタッチ操作に応じて遷移させる第１の画面遷移制御を行い、コントロールスイ
ッチ部が操作されると、表示部に表示される操作画面をコントロールスイッチ部の操作に
応じて遷移させる第２の画面遷移制御を行うようにしたので、コントロールスイッチ部の
操作では、モバイル環境に適した限定された画面遷移操作を行えるようにすることができ
、一方、タッチ操作では全ての画面遷移操作を行うことができるようにすることができる
。この結果、コントロールスイッチ部の操作及びタッチ操作による操作画面遷移を切りわ
けて操作性を極めて良好にすることができるという効果がある。
【０１２５】
　操作画面上には複数のメニューを選択項目として規定して、コントロールスイッチ部が
揺動操作されたと判定されると、第２の画面遷移制御を行ってコントロールスイッチ部の
揺動要素に応じて選択項目のうちの一つを選択し、コントロールスイッチ部の押圧操作に
よって選択された選択項目に係る操作画面に遷移するようにしたので、極めて簡単に操作
画面遷移を行うことができるという効果がある。
【０１２６】
　コントロールスイッチ部が揺動操作されたと判定されると、揺動された方向に操作画面
上でカーソルを移動させるようにしたので、揺動された方向とカーソルの移動方向とを一
致させることができ、操作性を向上させることができるという効果がある。
【０１２７】
　コントロールスイッチ部の揺動又は押圧操作が行われると、第２の画面遷移制御を行っ
て操作画面上の予め定められた選択項目に係る画面遷移を実行するようにしたので、コン
トロールスイッチ部の操作では選択項目のうちの基本的な選択項目の選択・実行を行うよ
うにすることができ、タッチ操作と組み合わせることによって、モバイル環境等における
操作性を向上できるという効果がある。
【０１２８】
　コントロールスイッチ部の揺動操作に応じて表示部上でカーソルを移動させるとともに
、コントロールスイッチ部の押圧操作でカーソルの位置に応じて画面遷移先を決定して第
２の画面遷移制御を行うようにしたので、画面遷移を行う際の操作性を向上することがで
きるという効果がある。
【０１２９】
　コントロールスイッチ部が、所定の方向に延びる軸に支持され所定の基準位置から軸回
りに予め定められた範囲で揺動可能に支持されるとともに基準位置で揺動された方向に直
交する方向に押圧可能に支持されているので、コントロールスイッチ部の揺動範囲を規定
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し、コントロールスイッチ部は常に基準位置に戻るから、カーソル移動の際の操作性を良
好にすることができるという効果がある。
【０１３０】
　表示部が携帯情報端末装置筐体の前面に配置され、コントロールスイッチ部が携帯情報
端末装置筐体の側面に上記の所定の方向を携帯情報端末装置筐体の前面から裏面方向とし
て配置するようにしたので、表示部を大きくして携帯情報端末装置自体は小型にすること
ができ、しかも、片手で携帯情報端末装置を把持して、コントロールスイッチ部を容易に
操作できるという効果がある。
【０１３１】
　携帯情報端末装置筐体の側面にエスケープスイッチを配置して、エスケープスイッチが
押圧されると、遷移後の操作画面から遷移前の操作画面へと復帰するようにしたので、コ
ントロールスイッチ部とは別にエスケープスイッチを押圧するだけで、簡単に遷移前の操
作画面に復帰できるという効果がある。
【産業上の利用可能性】
【０１３２】
　本発明によれば操作性の極めて良好な携帯情報端末装置及びこれに用いられる画面遷移
制御方法を提供することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【０１３３】
【図１】本発明による携帯情報端末装置の一例の外観を示す斜視図である。
【図２】図１に示す携帯情報端末装置で用いられる制御系の一例を示すブロック図である
。
【図３】図１に示す携帯情報端末装置においてスケジュールにおけるタッチ操作による操
作画面遷移を示す図である。
【図４】図１に示す携帯情報端末装置においてスケジュールにおけるサイドコントローラ
（コントロールスイッチ）操作による操作画面遷移を示す図である。
【図５】図１に示す携帯情報端末装置においてメールにおけるタッチ操作による操作画面
遷移を示す図である。
【図６】図１に示す携帯情報端末装置においてメールにおけるサイドコントローラ操作に
よる操作画面遷移を示す図である。
【図７】図１に示す携帯情報端末装置においてアドレス帳におけるタッチ操作による操作
画面遷移を示す図である。
【図８】図１に示す携帯情報端末装置においてアドレス帳におけるサイドコントローラ操
作による操作画面遷移を示す図である。
【図９】スケジュールアプリケーションにおける画面遷移を説明するための図である。
【図１０】メールアプリケーションにおける画面遷移を説明するための図である。
【図１１】アドレス帳アプリケーションにおける画面遷移を説明するための図である。
【図１２】ファイルケースアプリケーションにおける画面遷移を説明するための図である
。
【図１３】メモ帳アプリケーションにおける画面遷移を説明するための図である。
【図１４】１次元配列メニューと２次元配列メニュー間の画面遷移を説明するための図で
ある。
【符号の説明】
【０１３４】
　１１　外装ケース
　１２　液晶パネル
　１３　コントロールスイッチ（サイドコントローラ）
　１４　エスケープスイッチ
　１５　電源オン／オフスイッチ（電源スイッチ）
　１６　挿入スロット
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　１７　外部接続ターミナル
　１８　タッチペン（スタイラスペン）
　１９　収納部
　２１　中央処理装置（ＣＰＵ）
　２２　記憶部
　２３　サイドコントローラ操作検出部
　２４　エスケープスイッチ操作検出部
　２５　電源スイッチ操作検出部
　２６　タッチパネル操作検出部
　２７　液晶パネル駆動部

【図１】 【図２】
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